
様式第２号（第５条・第８条関係）

1．申請者

2．導入機械器具の内容

3. 注意事項

・ 導入する機械が更新であることの確認は、次のいずれかにより行います。

① 見積書等に記載された下取りに係る収入の表記があること

② 廃車証明書や名義変更に係る標識交付証明書等により従前の農業用トラクターが

自己の所有に属さないと認められること

・

・ 補助率は１／２以内で、補助上限額は、大館市における農業経営面積が３０ヘクタール以

上の場合は５００万円、３０ヘクタール未満の場合は２００万円となります。

(代表者名)

電話番号

機械器具名

見積額

事業実施計画（報告）書

氏　名
(商号又は名称)

補助対象経費
(税抜)

住　所
（所在地）

規格

機械器具の更新が補助の対象であり、下取り等で収入がある場合は、導入する機械の価格

から収入分を差し引いた額を補助対象経費とします。

補助金額


